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（
質
問
の 

二
八
） 

答

弁

第

二

八

号 

    

衆
議
院
議
員
床
次
德
二
君
提
出
十
四
歳
未
満
の
者
の
犯
罪
又
は
虞
犯
少
年
の
取
扱
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
七
号 

昭
和
二
十
五
年
二
月
十
四
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



十
四
歳
末
満
の
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
し
た
少
年
又
は
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
虞
の
あ
る
少
年
の
取
扱
は
兒
童
福
祉
法

第
二
十
七
條
及
び
第
二
十
七
條
の
二
に
よ
り
万
全
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
が
、
そ
の
対
策
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

一 

該
当
兒
童
の
増
加
及
び
事
犯
内
容
の
惡
質
化
に
つ
い
て
は
、
そ
の
予
防
策
の
重
要
性
が
第
一
で
あ
り
、
兒
童
福
祉
司
、

兒
童
委
員
、
青
少
年
問
題
対
策
協
議
会
、
兒
童
福
祉
審
議
会
及
び
関
係
各
庁
の
協
力
の
下
に
不
良
化
防
止
及
び
早
期
発
見

に
つ
い
て
の
各
般
の
啓
発
、
調
査
が
な
さ
れ
、
子
供
ク
ラ
ブ
の
設
置
、
優
良
文
化
財
の
推
薦
、
兒
童
厚
生
施
設
の
設
置
等

の
運
動
が
全
国
的
に
推
進
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

二 

第
二
に
、
す
で
に
不
良
化
し
た
兒
童
に
つ
き
、
教
護
院
、
養
護
施
設
等
に
收
容
保
護
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭
和

二
十
五
年
度
に
教
護
院
の
新
築
一
箇
所
増
築
二
十
三
箇
所
定
員
九
四
〇
名
を
予
定
す
る
外
、
既
存
施
設
の
整
備
拡
充
を
計

画
し
て
い
る
。
又
、
こ
の
中
特
に
惡
質
な
兒
童
に
つ
い
て
は
、
兒
童
福
祉
法
第
二
十
七
條
二
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
の
審
判

に
従
い
強
制
措
置
を
と
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
四
年
度
に
お
い
て
国
立
教
護
院
及
び
全
国 

衆
議
院
議
員
床
次
德
二
君
提
出
十
四
歳
未
満
の
者
の
犯
罪
又
は
虞
犯
少
年
の
取
扱
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

四 

十
箇
所
を
選
び
、
こ
の
強
制
措
置
を
と
り
得
る
施
設
を
指
定
し
、
昭
和
二
十
四
年
度
に
お
い
て
三
箇
所
設
置
、
昭
和
二
十

五
年
度
に
お
い
て
九
箇
所(

予
定)

の
特
別
観
護
室(

二
四
〇
名
定
員)

を
増
築
し
、
逃
亡
等
の
事
故
を
防
ぎ
科
学
的
教
護
を

行
う
よ
う
万
全
を
期
し
、
施
設
拡
張
に
併
せ
て
教
護
職
員
の
再
教
育
も
行
い
收
容
兒
童
の
福
祉
増
進
に
努
め
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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